
奈良市の防災への取組
～市民が安全・安心に暮らせるまちをめざして～

奈良市危機管理監
危 機 管 理 課 令和６年３月
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１ 防災対策の全般指針
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全 般 指 針

自助・共助・公助、市民や市職員の防災減災意識としての

「ハート」を加えたハード・ソフト・ハート、幅広い関係機関や

事業者等との協働連携などを総合的に組み合わせた防災・

減災への取組の強化により、住民・地域が主体となった、

高齢者、障害者、女性、子ども、外国人等へも配慮のある、

災害に強いまちづくりを目指します。
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２ 災害への対応・教訓
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災 害 へ の 対 応

「奈良市地域防災計画」等に基づき、災害対策本部等を設置する

等、総合的かつ効果的に対処して、市民の生命、身体及び財産に

及ぼす被害の防止及び軽減を図ります。

災害対策本部等の設置

被災した市町村に対する支援

近隣市町村及び災害時相互応援協定締
結自治体等において、大規模災害が発生
した際は、職員派遣及び救援物資の提供
等を行います。

●平成２３年東日本大震災 ：福島県郡山市、茨城県水戸市への救援物資の提供
宮城県多賀城市への職員派遣・救援物資の提供

●平成２８年熊本地震 ：熊本県宇土市への職員派遣
●平成３０年７月豪雨 ：岡山県倉敷市への職員派遣
●令和元年台風１９号 ：長野県長野市への職員派遣、福島県郡山市への救援物資の提供
●令和６年能登半島地震 ：石川県かほく市、七尾市、穴水町へ救援物資の提供

七尾市、穴水町、能登町、輪島市への職員派遣
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近年の主な災害からの学び・教訓①

災害名（発生時期） 教 訓 事 項

北海道胆振東部地震
（平成３０年９月６日）

●大規模停電（ブラックアウト）の影響
＝非常用電源、発動発電機の必要性
●携帯電話による情報入手の限界＝ラジオの有効性
●機材操作等の技能を持った自治体職員の不足

平成３０年７月豪雨
（平成３０年６月２８日 ～７月８日）

●避難勧告に従わない住民
●高齢者、障害者等弱者の被害＝弱者対応の必要性
●膨大な災害ゴミの発生への対応の必要性
●避難場所の落とし穴＝被害の種類によって変わる
（近くの避難場所は洪水時に開設されない等）

台風１９号
（令和元年１０月１２日）

●ハザードマップの信頼性
●避難しない心理＝正常性バイアス（自分は大丈夫）
●届かなかった避難情報
●窃盗、詐欺、悪徳商法等の犯罪の発生
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近年の主な災害からの学び・教訓②

災害名（発生時期） 教 訓 事 項

令和２年７月豪雨
（令和２年７月３日 ～７月３１日）

●避難所での新型コロナウイルス感染症の対策
●友人や親戚宅、ホテル等への分散避難の重要性
●マスク、消毒液、間仕切りテント等の備蓄の必要性

令和３年７月１日からの大雨
（令和３年７月１日～１８日） ●初めて「顕著な大雨に関する全般気象情報」（線状降水帯）が発表

令和６年能登半島地震
（令和６年１月１日）

●正月の帰省中または観光中に災害発生（普段生活している場所と違う
場所で被災）
＝避難所への避難者数が想定を上回る

●木造建物の密集地での火災発生
●地震による道路の寸断と半島という地形の特性から、被災地への陸路
での進入が困難に
＝被災地支援における進入経路及び進入方法確保の必要性

●断水の長期化に伴う飲料水・生活用水等の水不足

熱海市の土石流
（令和３年７月３日）

死者２６人
行方不明１名

●避難指示が発表されない中での災害発生
・７２時間雨量４１１．５ｍｍで「高齢者等避難」のみ発表
・土石流の発生後、「緊急安全確保」を発表
●安否不明者数の誤発表（当初、約20名と発表、その後、住民基本台帳
から算定し113人に修正）
●安否不明者の名簿公表による確認の進展
●不適切な盛り土（産廃残土）
●被災者の多くがホテルに避難
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３ 防災・減災の取組

9



地域防災計画等の充実

発生した災害からの教訓や国などの施策を反映するとともに、

ＰＤＣＡ（計画策定:Plan、訓練等の実施:Do、点検・検証:Check、

改訂・見直し:Action）により、計画の実効性向上を図ります。

【主な計画等】

地域防災計画
災害予防、応急対策から復旧・復興まで実施
すべき事項を定めた総合的な計画

国土強靭化地域計画 国土強靭化に係る計画等の指針

業務継続計画（ＢＣＰ）
非常時優先業務の選定等、市の業務継続の
ための行動計画

災害時受援計画
業務継続計画の実効性を担保するための人
的・物的受援の配分計画

災害時初動マニュアル 災害時における奈良市職員の行動指針
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災害対応能力の向上（総合防災訓練）

市民、自主防災防犯組織、防災関係機関、事業者及び市職員によ
る総合防災訓練を実施することで、市民の防災・減災意識の高揚、関
係機関等との連携強化、災害対策本部及び避難所配置等市職員の
災害対応能力の向上により、市全体の防災力を高め、災害に強いま
ちづくりを目指します。

訓練の目的

令和５年度の訓練内容

・地震（奈良盆地東縁断層帯地震）の発生を想定した避難訓練
・各地区の避難所を地区自主防災・防犯組織と避難所配置職員が
協働して開設・運営
・各避難所と災害対策本部との情報共有訓練
・災害対策本部各部の業務遂行訓練
・自治会等単位による安否確認、避難誘導
・防災倉庫内の備蓄品等の点検 等
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地域防災力の向上（地区自主防災・防犯組織）

地区自主防災・防犯組織を中心とした地域コミュニティが「自ら

の地域は自らで守る」意識を持って自らの判断で避難行動をとり、

行政はそれを全力で支援するという、住民主体の取組強化による

防災・減災意識の高い社会を構築するとの考え方を基に、地域

防災力の向上を図ります。

●市民の防災・防犯意識の高揚と自主的な防災・防犯体制の充実

を図るため、地区自主防災・防犯組織の活動に対する助成を行い

ます。

●協定に基づき委任された地区自主防災・防犯組織が、指定避難

所開設・運営業務を遂行するにあたって必要な協力を行います。

●地区防災計画、避難所運営マニュアル等の策定を支援します。

全般

自主防災・防犯組織の強化推進
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防 災 備 蓄 ①

継続的な防災備蓄品の量及び質の改善を図るととも
に、市民に対する「ローリングストック方式などによる１
週間分を目安とした水や食料などの日常備蓄」の啓発、
国・県・中核市や民間企業などからの救援物資の円滑
な受入れと効果的・効率的な配分を可能とする災害時
受援計画の運用を組み合わせた「実効性ある防災備
蓄」により、災害時に必要な物資の確保を図ります。

市による
防災備蓄

市民による
日常備蓄

協定等に
基づく支援

実効性ある防災備蓄
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災害発生の初動期に即応性ある
対応をするため、市内の小学校区を
単位として防災倉庫を設置して災害
用物資を分散備蓄するとともに、集
中備蓄倉庫を整備して災害用物資の
備蓄について補完します。

【主な備蓄品】

防災備蓄倉庫

防 災 備 蓄 ②

ビスケット

液体ミルク

アルファ化米

毛布

発電機
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マスク、子ども用マスク アルコール消毒液 非接触式体温計

テント型間仕切り及び敷きマット
テント付き簡易トイレ
（車椅子対応）

避難所における感染防止などのための備蓄

感染症対策（備蓄物資・避難行動）①

避難所における感染症対策として、アルコール消毒液、マス
ク、テント型間仕切り及び敷マット、テント付き簡易トイレ、非接
触式体温計などを備蓄しております。
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避難所への避難

ホテル等への避難

安全な場所での車中泊
（高台や避難所の駐車場など）

可能であれば友人や
親戚宅などへの避難 自宅の２階など

への 垂 直避 難

避難とは、「安全を確保すること」であって、「避難所に行くこと」
だけではありません。 ➡ 普段から選択肢について家族で相談を。

分散避難のすすめ

感染症対策（備蓄物資・避難行動）②
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・ 対象となるホテル等（五十音順）

１ 亀の井ホテル 奈良

２ 春日ホテル

３ 奈良ロイヤルホテル

４ ホテルアジール・奈良

５ ホテル尾花

６ ホテル天平ならまち

７ ホテル日航奈良

８ ホテルニューわかさ

９ ホテル・葉風泰夢

10 ホテル花小路

11 ホテルリガーレ春日野

ホテル等への避難利用支援制度

避難を必要とする災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、
避難所における感染症等への感染リスクの不安解消を図るとともに、
一箇所の避難所に集中することなく分散して避難することを目的と
して、市内のホテル・旅館の空室を避難のために一律の料金で利
用できる制度です。

感染症対策（備蓄物資・避難行動）③

（令和６年３月時点）
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災 害 応 援 協 定 等 の 締 結 ①

災害発生時における各種応急復旧活動に関する人的・物的支援
について、奈良市と民間事業者・関係機関との間で、協定を締結し
ています。

【現在、協定を締結している主な業種】

○ 建設業者（応急復旧）

○ 運輸業界（トラック協会）

○ 医療機関（医師会・療養介護事業所）

○ 食品会社

○ コンビニ、スーパー、百貨店

○ ホームセンター、薬局

○ 電気・ガス・水道

○ 旅館・ホテル、タクシー

○ 葬祭業、霊きゅう車

○ ＦＭ放送

○ 廃棄物処理業者 18



災害が発生し被害を受けた自治体が、独自では十分な応急措置
が実施できない場合に、被災市の要請に応じて、相互に応援・協力
を行います。食糧や飲料水、生活必需品を提供するほか、職員の
派遣等も行います。

・姉妹友好都市協定
・中核市災害時相互応援協定
・全国梅サミット協議会加盟市災害時相互応援協定 ほか
→令和６年３月現在、８４市６町と締結しています。

福井県敦賀市及び周辺地域において、原子力災害が発生又は
発生するおそれがある場合に、奈良市・大和郡山市・天理市・生駒
市が広域避難先となり、避難者を受け入れます。

災害時相互応援協定

原子力災害時における広域避難に関する協定

災 害 応 援 協 定 等 の 締 結 ②
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４ 情報提供・伝達

20



情報提供

各種手段を活用
して災害情報を
伝達します。

放送局・マスコミ

テレビの災害報道字幕

気象庁、消防庁（Jアラート）

防災スピーカー
確認ダイヤル

市民への災害情報の提供・伝達①

奈良市危機管理課
情報交換

地域住民・観光客等へ災害情報を伝達

緊急告知ラジオ

Yahoo!防災速報

防災情報メール
緊急速報メール

ホームページ

県防災情報
システム

防災スピーカー
（同報系防災行政無線）

21

危機管理課
公式X（旧ツイッター）



指定エリア（奈良市域）内にいる市民、在学・在勤者、観光客な
どに対し、安全確保のための災害情報を携帯電話のメール機能
を利用して一斉配信します。

・緊急地震速報と
津波警報等は
気象庁から配信

・災害・避難情報は
奈良市から配信

緊急速報（エリア）メール

・NTTdocomo、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル

市民への災害情報の提供・伝達②

奈良市

気象庁
携帯電話会社
メールセンター

携帯電話会社は
指定されたエリア
へ配信
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災害発生時に、市内７２箇所に設
置したスピーカー（屋外拡声子局）に
より、災害情報や避難情報等を一斉
伝達するものです。
スピーカーによる音声伝達とエリア

メール等による文字伝達により、相互
に補完しあう強力な情報伝達体制を
構築します。

防災スピーカー（同報系防災行政無線）

放送の可聴範囲を拡大するた
めに、令和３年度にスピー
カーを２５箇所増設しました。

市民への災害情報の提供・伝達③
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奈良市防災スピーカー確認ダイヤル 奈良市防災情報メール

０１２０－０９０１６３
おくれ、いいムセン

発表された警報
を確認したい。

よく聞こえなかっ
たので、もう一度
聞きたい。

📞 ２４時間３６５日利用可能です。

📞 放送直後から利用できます。

📞 フリーダイヤル（無料）です。

地震、風水害などに関する緊急情報
等を登録された方にメール配信します。

スマホでも、ガラケーでもOK
登録をお願いします！

【配信内容】
・ 気象警報、注意報など
・ 防災情報、避難指示などの緊急情報
・ 防災スピーカーの詳しい放送内容
・ 国民保護情報（大規模テロ、弾道ミサ
イル攻撃等）

市民への災害情報の提供・伝達④

スマホ用二次元コード ガラケー用二次元コード
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市民への災害情報の提供・伝達⑤

ならどっとFM（周波数７８．４ＭＨｚ）で「奈良市防災防犯インフォメーション」及び「知っとこ防災

防犯情報」を放送しています。

１日４回繰り返し放送する「奈良市防災防犯インフォメーション」では、日頃からの防災対策や防

犯、流行性の疾患の情報、緊急災害情報など、生活に必要な情報を５分間にぎゅっとまとめて生

放送でお伝えしています。

１回２０分の「知っとこ防災防犯情報」では、避難所情報、防災士さんのワンポイント情報など、

生活に必要なさまざまな安全情報をお伝えしています。

令和３年度から視覚障害１級、２級の方に緊急告

知ラジオの無償配付を行っています。

緊急告知ラジオ
緊急告知ラジオとは電源を切っていても、自動
で電源が入り、防災スピーカーと同じ放送内容
が流れるラジオです。平成２８年度から運用を開
始しています。
また、奈良市に補助金申請すれば、税込み価
格９，３５０円の半額４，６００円（１００円未満切り捨
て）が補助されます。詳しくはホームページ、また
はならどっとＦＭ（☎０７４２－２４－８４１５）にご
確認ください。

ならどっとＦＭ（緊急告知ラジオ）
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ハザードマップ（災害予測図）とは、河川がはん濫した場合や山沿い

でがけ崩れなどの土砂災害が発生した場合に備えて、地域の住民の

方々がいち早く安全な場所に避難できることを目的に、被害の想定される

区域と被害の程度、避難場所などの情報を地図上に明示したものです。

【掲載されている情報】
・洪水浸水想定区域
※想定最大規模降雨から作成
・土砂災害（特別）警戒区域
・家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）
・防災重点ため池
・指定避難所及び指定緊急避難場所
・要配慮者利用施設
・アンダーパス 等

ハザードマップ

市民への災害情報の提供・伝達⑥

☜奈良市ホームページ

最新の奈良市ハザードマップは
こちらをご確認ください。
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５ 避難環境等の整備
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避難情報と取るべき行動①

避難情報に関するガイドライン

内閣府は、災害対策基本法改正及び「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め

た改定を行い、「避難情報等に関するガイドライン」を公表しました。
住民の方が迷わず行動できるよう、「避難指示（緊急）」と「避難勧告」を「避難指示」に一

本化するなど、避難情報と取るべき行動の対応が次のとおり明確化されました。

緊急安全確保
【警戒レベル５】

既に災害が発生しています。命を
守る最善の行動を取ってください。
緊急安全確保の発令を待ってはい
けません。

避難指示
【警戒レベル４】

避難指示が発令された地域の方は
危険な場所から全員避難を開始し
てください。

高齢者等避難
【警戒レベル３】

高齢者等避難が発令された地区の
高齢者や障害者などの避難に時間
のかかる方は避難を開始してくだ
さい。

【警戒レベル２】 避難に備え、行動を確認する。

【警戒レベル１】 災害への心構えを高める。
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避 難 の 行 動 パ タ ー ン

安全確保
行 動

避難場所の例
説 明

屋 内 屋 外

退 避
自宅などの
居場所

安全を確保
できる場所

自宅などの居場所や安全を確保でき
る場所に留まること。

垂直避難

（垂直移動）

自宅の２階、
居住建物の
高層階

【屋内安全確保】とも言う。
切迫した状況において、屋内の２階
以上に避難すること。

水平避難
（一時的）

避難所、
知人宅など

公園・広場
高台・高所

その場を立ち退き、近隣の少しでも
安全な場所に一時的に避難すること。
【立ち退き避難】ともいう。

水平避難
（長期的）

避難所、
知人宅など

住居地と異なる場所での生活を前提
とし、指定避難所などに長期間避難
をすること。

避難情報と取るべき行動②

避難の行動パターン
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指定緊急避難場所と指定避難所

指定避難所

（一次・二次避難

所）

家の倒壊・焼失などにより自宅で生活でき

なくなった人たちがしばらく生活する施設

又は、台風接近時などにおいて、避難のた

めに必要な間滞在する施設

（１４８箇所）

小学校の体育館等

高校・大学・公民館等

避難場所・避難所を兼ねる

避 難 所 の 環 境 整 備 ①

指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合にその危険から逃げるための避難場所

（１６４箇所）

広域避難場所

地震などによる火災が延焼拡大して地域

全体が危険になった時に避難する場所

（５箇所）

奈良公園、平城宮跡

ゴルフ場など

一時避難場所

建物倒壊や延焼火災などの危険から一時

的に身を守るために避難する場所

（１５９箇所）

近隣公園など

小学校のグラウンド等
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避難所施設の門扉、防災倉
庫などの鍵を収納

市管理施設である指定避難所に、ナン
バー式キーボックスを設置することで、被
災状況によって市の配置職員がかけつけら
れない場合においても、地区自主防災・防
犯組織等が迅速かつ容易に開錠し、避難所
を開設することが可能となりました。

災害が起きた直後は混乱や人員不足
が予想され、そのような状況であって
も「誰でも・躊躇なく・簡単に」実働
できることを目的として、開設キット
を作成し、各避難所に設置しました。

避難所へのキーボックスの設置

避難所開設キットの作成

避 難 所 の 環 境 整 備 ②
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災害時における避難所配置市職員が行う業務を地区自主防災・

防犯組織に委任します。協定の締結を推進し、災害が発生し避難

所業務を委任した場合、報奨金を支払います。

届出避難所とは、災害対策基本法に基づき市長が指定する指定
避難所とは別に、地域住民の皆様が自主的に開設・運営する避難
所のことです。集会所などを届出避難所として市に登録していただく
と、災害時、市が避難状況を把握して市全般の災害対応に反映しま
す。

※令和元年台風１９号被害の際、長野市では地元住民が自主的に開設した避難所に
ついて自治体側で把握できず、数日間、公的な支援を受けられずに孤立化するという
事例が発生したため、当登録制度を開始しました。

避難所での業務の委任

届出避難所の登録

避 難 所 の 環 境 整 備 ③
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避難行動要支援者の避難支援

① 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳１・２級の交付を受けた方

② 奈良県療育手帳制度実施要綱に基づく療育手帳Ａ１・Ａ２の交付を受けた方

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健

福祉手帳１・２級の交付を受けた方

④ 旧特定疾患治療研究事業の受給者のうち重症認定者及びそれに相当する方

⑤ 介護保険法に基づく要介護３以上の認定を受けた方

⑥ 上記①～⑤に該当せず、災害時に自ら避難することが困難で、特に支援が

必要と市長が認めた方

災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な
避難をするにあたって、特に支援が必要とされる方への支
援体制を強化することを目的とします。
関係部局等が把握している要介護者や障害者等の情報
をもとに、自宅に生活の基盤がある方のうち下記の1～6の
要件に該当する方の名簿(避難行動要支援者名簿)を作成
し、避難支援等関係者に提供します。
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６ 災害への対応・備え
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自 助 ・ 共 助 ・ 公 助

自助 共助 公助

∧ ∧
（自分自身・

家族）
（地域社会・

助け合い）

（国・市町村
警察、消防
自衛隊 等）

自らが生き残らなければ、共助も公助もない

防災対策を今後も維持・向上するために、国民全体で「自ら
の命は自らが守る」という意識を持った「防災意識社会」を構築
していくことが必要である。（令和元年度防災白書の冒頭より）
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正常性バイアス（「自分は大丈夫」との思い込み）の排除を。

日 頃 か ら の 防 災 習 慣 ①

災害の危険性・避難経路等の確認・家族防災会議の開催

36

↑奈良市ホームページ
「家族で防災会議を開きましょう」

地震ハザードマップ

●自宅周辺の危険箇所の確認

●避難所までの複数の避難経路の把握
●家族で防災会議を開き、連絡方法や集合場所を確認

洪水・土砂災害ハザードマップ



非常持出袋 日常備蓄

被災時にまず持ち出すもので、最
初の一日をしのぐために必要なもの
です。できるだけコンパクトにまとめ
て準備しておきましょう。

（例）
・保険証、免許証の写し、現金
・懐中電灯、携帯ラジオ、乾電池
・毛布、手袋、マッチ、携帯トイレ
・救急箱、処方箋の控え、薬
・乾パン、缶詰、アメ、飲料水
・衣服、下着、防寒用ジャケット 他

避難所へ持ち出すことや、自宅
等で避難生活を送る約１週間を想
定して必要な備蓄品を備えておき
ましょう。

（例）
・インスタントラーメン
・飲料水
・給水用ポリタンク
・カセットコンロ
・簡易トイレ
・ビニール袋 他

避難生活における感染症対策のために

マスク、消毒液、体温計等の準備をしておきましょう。

日 頃 か ら の 防 災 習 慣 ②
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